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　「花で人を笑顔にしたい」―日南市北郷町大藤
地区で、ほおずきやデルフィニウム、ひまわり
を育てる根井智行さん ( ３７歳 )。以前は保育士
として日南市内の保育園で１３年間勤めていた。 
当時、園の花壇に花を植えて園児や地域の方々に
喜ばれた経験が、農業への道を開くきっかけと
なった。
　さらに実家が花農家であったこともあり、花に
一心に向き合う両親の背中を見て育ち、自然と 
花の栽培に親しんでいた。
　本格的に就農したのは令和５年４月。現在２年目
を迎え、畑には季節ごとに色鮮やかな花々が咲き
誇る。根井さんは一つひとつの花を丁寧に育て、

「人に喜んでもらえる花」を届けることを何よりの

やりがいにしている。農業の魅力は、自分のペース 
で仕事ができること、頑張った分だけ成果が形と
なり、それを地域の方やお客様に認めてもらえる
ことだと話す。その一方で、天候や病害虫など 
自然相手の仕事ゆえの難しさも痛感している 
と語った。
　それでも「花がきれいに咲き、お客様の手に渡った 
とき、自分の努力が報われる」と笑顔を見せる。
就農当初は、栽培管理や出荷調整に戸惑うことも
多かったが、地域の先輩農家に支えられ、試行 
錯誤を重ねながら一歩ずつ成長してきた。保育士
時代に感じた“人を喜ばせる喜び”と両親から 
受け継いだ農業への姿勢を胸に、今日も花づくりに 
情熱を注いでいる。

根 井  智 行 さん　37 歳

人に喜んでもらえる花づくり

2025　令和 7年度

農業委員会
日南市

だより
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境　重幸　調査員
担当地区
日南地区

（細田・大窪を除く）

北郷地区

井上 和彦　調査員
担当地区
日南地区
（細田・大窪）

南郷地区

農
地
調
査
員

農地の状況を把握し、農業委員・推進委員と連携し、農地利用最適化に係る
業務を補助し、農地の適正・有効利用を図ります。

 

 

農地パトロールは、農作物の作付けがされておらず、維持管理がされていない 
農地や、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがある農地を重点的に点検します。

耕作者の高齢化が進み現状維持を保つことが難しくなったり、条件が悪い土地の
ため耕作されないなどで耕作放棄地が増えています。
農業廃止や縮小される前に農業委員会、または各地区農業委員へご相談ください。

農業委員の活動農業委員の活動 〜利用状況調査（農地パトロール）〜〜利用状況調査（農地パトロール）〜

農業委員会では毎年２回、農地の利用状況調査を行っています。農業委員会では毎年２回、農地の利用状況調査を行っています。
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日南市農業委員
農地利用最適化推進委員のご紹介

（任期Ｒ 6.7.20 ～Ｒ 9.7.19）

氏 　 名 居 住 地 区 担 当 地 区

稲山　富保 板敷１区 板敷全域

金丸　勇太 酒谷 2 区 酒谷１・２・３・４・５区

山口　光彦 山ノ口 飫肥・楠原・川辺ヶ野

三賢　順信 ※ 上板敷 吉野方全域

神原　哲士 ※ 園　田 酒谷６・７・８・９・１０区

山本　博己 中　浦 後河内・中浦・戸高１～４丁目・日後谷

井上　友和 上隈谷 星倉（国道より西側）

田端　　功 下隈谷 戸高山瀬・中央区・平野・油津

山元  敏行 ※ 中隈谷 星倉（国道より東側）

南　万雄 ※ 下隈谷 隈谷全域

歌津　芳秋 平　山 平山・風田

髙橋　　悟 宮　浦 大浦・小吹毛井・吹毛井・宮浦

平賀　祐史 釈迦尾ヶ野 甲東・乙東

平方　速夫 ※ 益安 殿所・松永・益安

川添　道弥 ※ 小目井 小目井・富土・伊比井

谷口　宏文 塩　鶴 下方・大堂津・塩鶴・上方 ( 木下 )

杉本　昭二 西 　寺 萩之嶺 ( 西寺・東下中・川下 )

作本　眞悟 下塚田 上塚田・下塚田

酒井　浜子 茶　円 大窪 ( 茶円・通水 )・萩之嶺 ( 仏坂 )

日髙　一光 ※ 下毛吉田 上毛吉田・下毛吉田・上方 ( 木下を除く )

井上　英明 ※ 茶　円 大窪 ( 仮屋・寺村・南平・宿之河内 )

谷元　英昭 年　見 上郷・常明寺・中央・伊十川・太夫

根井　明美 大　藤 倉迫・内之田

德井　忠和 内之田 上大藤・下大藤

木脇　文雄 ※ 一之瀬 立野・鵜の木・蓑崎・新町

髙﨑　充弘 ※ 坂　元 北河内全域

田中　正彦 潟上下 潟上全域

平部　勇一 津屋野 津屋野・上中村

池田　秀敏 中央町 中央町・目井津・栄松・新開

加藤　一男 ※ 脇　本 夫婦浦・贄波・脇本

倉元　美延 ※ 中　講 上講・中講・札ノ尾

山口　雄一郎 ※ 中　講 下講・谷之口

飫
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※ は 最 適 化 推 進 委 員 で す 。
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農業委員会はこんな仕事をしています農業委員会はこんな仕事をしています

相続登記の義務化

１．農地の確保と有効利用
　　・農地法に基づく許可、意見の送付
　　・農地の利用状況調査（農地パトロール）、利用意向調査

２．農地利用の最適化
　　・担い手への農地利用の集積・集約化
　　・遊休農地の発生防止・解消

３．農業経営の合理化、情報の提供
　　・農業経営の合理化に向けた地域の世話役活動
　　・農業者年金の加入促進

農地の所有者が亡くなった際に相続登記をされないままだと、

売買・貸借・転用したくても手続きができません。　　

相続登記がされない場合、気づいた時には相続権者が増えて、登記処理に時間と経費
がかかることがあります。
また、農地においては、担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の利用最適化
が妨げられることになりますので、早めに法務局での手続きをお願いします。　

※所有権移転登記は司法書士業務です
※令和６年４月１日以前の相続でも、相続登記されていないものは義務化の対象になります。

相続登記が済みましたら、
農業委員会に届出をお願いいたします。
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農業委員会での手続のあれこれ

違反転用違反転用はは絶対絶対ににダメダメ！！！！

申請受付期間について　毎月 9日から 15日まで
※ 15日が土曜日の場合は前日まで、日曜日・祭日の場合は翌日まで

農地法の許可が出るまで
〇許可が出るまで、３条は申請してからおおむね１ヶ月、４条・５条はおおむね２ヶ月かかります。
※４条・５条（転用）許可書が交付される前に農地以外に変えることはできません。必ず許可書の交付を受けてください。

④非農地証明
〇農振農用地区域外の復旧不可能と判断された農地について証明を受けることができます。
　申請には農地の要件があります。

　農地を農地以外にする（農地転用）場合には、農地法の転用許可が必要です。
　許可なく転用したり、許可内容どおりに転用していない場合は、原状回復 
命令がされる場合があります。
　必ず、農業委員会にご相談ください。

①農地のままで売買・賃借等の権利移動
〇耕作しなくなった農地の売買
〇新規就農のために農地を借りたい
〇農地を贈与したい

※「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際の必要な他の要件 ( 下記を参照 ) は、従来通り満たすことが条件となります。

農地法第３条の申請が必要です。
申請要件として、日南市では取得後の 

（経営等）面積が 50 ａ（5 反）以上必要
である要件「下限面積要件」は、
令和 5 年 4 月 1 日より撤廃されました。

要　　　件 必　要　な　要　件
全部効率利用要件 申請地を含む所有農地・借りている農地のすべてを耕作すること

農作業常時従事要件 申請者を含む世帯員等が農作業におおむね 150 日以上従事すること

地域との調和要件 申請地を含む周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと

②権利移動を伴わない農地以外の用途に変更
（所有者による転用）
〇住宅・倉庫・植林・太陽光発電施設などのため

農地法第４条の申請が必要です。

③農地以外の用途に変更するための売買
・賃借等の権利移動（売買・賃借後に転用）
〇住宅建設用地への売買・贈与など
〇太陽光発電施設を設置したい

※農地転用において、農地を農地以外の目的に一時的に使用することを一時転用といい、通常の農地転用と同様の 
手続きが必要となります。目的が完了した後には元通りの農地に戻さなければなりません。

農地法第５条の申請が必要です。
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☎ 0985-78-0210 ☎ 0987-31-1132
日南市農政課　農業振興係

☎ 0987-31-1148
日南市農業委員会

①機構は、県が認可した公的機関なので安心です。

②賃借料は機構が支払うので安心・確実です。

③契約期間終了後、農地は必ず返却されます。また、契約更新も可能です。

④要件を満たせば、協力金の交付や固定資産税の軽減が受けられます。

⑤相続税、贈与税の納税猶予が継続（税務署への届け出が必要）されます。

⑥農業者年金の経営継承に該当します。

宮崎県知事が指定する公的な機関です。安心して農地を預けてください！宮崎県知事が指定する公的な機関です。安心して農地を預けてください！

詳しくは、宮崎県農業振興公社（農地第一課）市農政課、農業委員会へ
お気軽にお問い合わせください！

①まとまった農地を借りられるので、コスト低減や規模拡大など経営改善
　につながります。
②複数の所有者とのやりとりや賃料支払いは、機構に一本化され、事務労力
　や手数料が軽減されます。
③長期間、農地を借りることも可能で、計画的に営農できます。
④要件をみたせば、基盤整備や機械導入等の補助事業やＬ資金の活用に
　おいて優遇措置があります。
⑤正式な権利設定による管理・耕作ができます。

出し手のメリット 受け手のメリット

03

04

機構または市町村・農業委員会・農業協同組合等の相談
窓口で農用地等の貸付について相談してください。（随時）

「貸付希望農用地等登録申請者｣を市町村農政担当課に
提出します。

機構が借り受けられる農用地等かの判断を行い、借受が
決定したら貸付期間、賃料等の条件を協議します。

協議が整ったら、農業経営基盤強化促進法等に基づき
農地の貸借契約の手続きを行います。

貸付の相談

登録申請書の提出

貸借の協議

貸借契約の締結

01

02

03

04

借受希望者募集への応募

応募者の公表

貸借の協議

貸借契約の締結

01

機構が行う「借受希望者の募集」に応募してください。
募集は、原則年間を通して行います。

応募した方の氏名、応募内容を整理し、農地中間管理
機構のホームページで公表します。

市町村・農業委員会・JA 等と協力して、ご希望に沿った
農地を紹介し、貸し出しの協議を行います。

協議が整ったら、農地中間管理事業の推進に関する法律
に基づき農地の貸借契約の手続きを行います。

03

04

01

02

03

04

農地を貸したい人 貸付の相談 農地を借りたい人 借受の相談

宮崎県農業振興公社 (農地第一課 )

農地の貸し借りは、

農地中間管理事業をご活用ください。
農地の貸し借りは、

農地中間管理事業をご活用ください。
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※　平均額については、データ数が多い場合は最高額、最低額を除外。

令和６年度　農地の賃借料令和６年度　農地の賃借料
　令和６年４月から令和７年３月までに契約のあった賃借料は、下記の
とおりです。
　なお、この金額はあくまでも目安としてお示しするものです。実際に
契約される場合は、貸し手・借り手の双方でよく話し合ってください。
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国民年金保険料納付免除者を除く

60歳以上は国民年金の
任意加入被保険者

65

老後の生活をサポート !
３つの要件を満たせばどなたでも加入できます。

以上の条件を満たす方ならどなたでも加入できます。
詳細はHPにてご案内しております。お電話でのお問い合わせもお気軽に。

公的年金ならではの税制上の
メリットがあります。

☆支払った保険料は全額（最高80万4千円）が社会保険料 
控除の対象になり、所得税・住民税の節税になります。

02
☆積立方式の確定拠出型年金です。
☆加入者・受給者数の増減に左右されない、安定した制度です。

01 少子高齢化時代に
強い年金です。

政策支援加入なら、
保険料の国庫補助があります。

☆一定の要件を満たした意欲ある担い手は保険料の２割、
３割、５割の補助が受けられます。
☆補助を受ける場合の保険料は月額２万円に固定されます。

05
☆月額２万円から６万７千円まで千円単位で
選択できます。
いつでも見直しＯＫ！

04 通常加入なら、
保険料の額は自由に選べます。

☆年金は生涯受給できます。
☆仮に加入者・受給者が８０歳前に亡くなられた場合には、８０歳までに受け取るはずだった 
農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額がご遺族に死亡一時金として支給されます。

03 終身年金です。
８０歳前にお亡くなりになった場合には、死亡一時金をお支払いします。

編 集 後 記
　令和 7 年 8 月、日南市農業委員会は現メンバーでの活動が 2 年目に入りました。昨年は 8 月 
の地震や 10 月の大雨により日南市は大きな被害を受け、農業も例外ではありませんでした。 
また、米価格に関する報道が毎日のように伝えられ、良くも悪くも私たち一人ひとりの 
生活と農業、食は切っても切り離せないものであることを再認識された方も多いのではないで
しょうか？その基盤ともいうべき農地としっかり向き合い、地域の財産として将来に向けて 
有効活用する手段を皆さんと共に考えていけたらと思います。ご理解とご協力をよろしく 
お願いいたします。 編集委員　神原　哲士


